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令和５年５⽉２２⽇

佐賀市 総務部
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説明会概要 ＜工事検査等について＞

１．令和４年度の成工検査結果

２．佐賀市建設工事功労賞表彰の実施

３．工事成績評定について

４．指導書及び警告書

５．現場代理⼈の取扱いについて

６．主任技術者等について

７．検査までの事務手続き

2

８．事故防止について

９．電子納品ガイドラインの改正

10. 佐賀市土木工事共通仕様書の改正

11.  週休２⽇試⾏工事（令和４年４⽉〜）

12.  現場⼀⻫閉所

13.  佐賀市からのお願い

14. 佐賀市HP（工事関係）の閲覧方法
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成工検査数 評定件数 平均点 最高点 最低点

356件 216件 76.2点 83点 54点

１．令和4年度の成工検査結果

◆工事検査総括

◆工事成績評定点

（１） 検査総括（佐賀市発注）



4

0 1

27

62

25

4

0

20

40

60

60点未満 60点〜69点 70点〜74点 75点〜79点 80点〜84点 85点以上

件
数

◆工事検査総括

◆工事成績評定点

（２） 検査総括（上下水道局発注）

成工検査数 評定件数 平均点 最高点 最低点

162件 119件 77.0点 88点 68点
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２．佐賀市建設工事功労賞表彰の実施

（１）表彰の対象
令和４年４⽉１⽇から令和５年３⽉３１⽇までに完成して佐賀市工事成績

評定要領により工事成績を評定した工事

令和５年度から、佐賀市が発注した公共工事において、その成績が特に優
秀であり佐賀市の建設⾏政に貢献した企業を表彰します。

（２）選考基準

① 対象期間の各企業の全工事成績評定点の平均点により順位を決め、土木
部門、建築部門で各々上位３社を表彰する。

② 対象期間に工事成績を評定した件数が合計して２件以上あること
（特定建設工事共同企業体工事の評定点は、各構成員の評定点とする）
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３．工事成績評定について

（１） 評価項目

項 目 評定点 満点
１．施工体制 7.4
２．施工状況 34.4
３．出来形及び出来ばえ 40.8
４．工事特性 6.5
５．創意工夫 加点のみ 5.7
６．社会性等（地域への貢献等） 5.2
７．法令遵守等 減点のみ

合 計 65 100

65点から評価します。事故等があった場合

文書での改善指示が
あった場合は減点

※ 評定の対象は、契約⾦額が130万以上の工事となります。
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以下の項目に該当する場合は、主任監督員の考査項目において加点します。

（２） 災害復旧工事等における加点について

◆ 建災防安全パトロールにおける現場提供（工事打合せ簿提出）

◆ 災害復旧工事を受注した場合

◆ 災害復旧工事で臨機の措置をした場合（工事打合せ簿提出）

◆ 災害復旧工事で工期内検査を実施した場合

加 点 項 目
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（４） その他

◆ 評定通知後、事故等の瑕疵などが発生していることが判明した場合、評点
の⾒直しを⾏う場合があります。

◆ 評定の結果に疑問があるときは、通知書を受け取った⽇から起算して
１４⽇以内（休⽇を含む）に、書面により、市⻑に対して説明を求めることが
できます。

（３） 工事成績評定70点未満を受けた場合

70点未満の評定点となった受注者は、全ての業種に関係なく⼀般競争入札に
３か⽉間、参加できません。ただし、下請業者としては承諾されます。



監督員が履⾏期間中に指導書並びに警告書により改善措置を受注者に求め、受
注者が請求を受けた⽇から10⽇以内に発注者へ改善措置の回答あるいは改善が
なされない場合。
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受注者の施工管理における不誠実な対応（過失による粗雑工事等 、契約違反 、
法令違反 、不正⼜は不誠実な⾏為 、著しく不適当と認められる事実等）が顕著で
ある場合は、工事成績評定に反映します。
また、以下の場合において指名回避の措置を⾏います。

（１）履⾏期間中

４．指導書及び警告書

（２）成工検査後

検査監が必要と認めたものは警告書により改善措置を受注者に求めます。受注
者が請求を受けた⽇から7⽇以内に検査監へ改善計画書を提出されない場合。



佐賀市発注工事において、指名回避の措置を受けた業者は、その期間、⼀般競争
入札に参加できません。ただし、下請業者としては承諾されます。
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（４） 指名停止措置を受けた場合
佐賀市発注工事において、指名停止等の措置要領による指名停止を受けた業者
は、その期間、⼀般競争入札に参加できず下請けとしても承諾されません。

（３） 指名回避措置を受けた場合

措 置 要 件 期 間
過失による粗雑工事等 １か⽉以上６か⽉以内
契約違反 ２週間以上４か⽉以内
安全管理の措置が不適切により生じた公衆
損害事故 １か⽉以上６か⽉以内

安全管理の措置が不適切により生じた工事
関係者事故 ２週間以上４か⽉以内

『指名停止等の措置要領』
別表第１ 『市内において生じた事故等に基づく措置基準』 抜粋



兼任できる
工事件数

佐賀市（上下水道局含む）発注工事で兼任できる工事は、現場代理⼈
１⼈につき３件までとする。ただし年間管理業務委託（水草除去を含
む。）は手持ち件数の取扱としない。また、佐賀県の工事等において、
佐賀県が現場代理⼈の兼任を認める場合は、佐賀県工事等と佐賀市工
事等を兼任することができるものとする。

兼任場所 佐賀市内

兼任総額 ８,000万円未満（当初契約額による。）

資格要件 現場代理⼈の資格要件は問わない。

手続き 契約時に提出する「現場代理⼈等届出書」と同時に、「現場代理⼈兼
任届出書」を兼任する全ての工事等の発注者に提出する。

◆その他
▷ 提出された「現場代理⼈等届出書」⼜は「現場代理⼈兼任届出書」の記載内容に

虚偽があった場合は、指名停止措置等を⾏う。
▷ 詳細は佐賀市HP「佐賀市発注工事における現場代理⼈の取扱い」参照
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５. 現場代理⼈の取扱いについて

（１） 佐賀市発注工事における現場代理⼈の取扱い（抜粋）



※ただし、以下の条件を満たす必要あり。

基本的な考え方

Ａ工事 Ｂ工事 Ｃ工事 Ｄ工事

４件兼任可能 ※条件あり

災害復旧工事（⾦額不問）１件については、兼任要件（３件、8,000万円未満）
の枠外とする。→ ４件兼任可能

条件２…４件のうち、災害復旧工事１件を除いた３件の合計⾦額が8,000万円
未満であること。

条件１…４件のうち、少なくとも１件は災害復旧工事であること。

災害１件は除外かつ

災害１件以外は兼任要件通り

12
＊対象期間 当面の間、兼任要件の緩和を継続する。

（２） 佐賀市発注災害復旧工事における現場代理⼈の取扱い



①ＡＢＣ工事は兼任要件（３件、8,000万円未満）を充足
②災害復旧工事Ｄは、１件（⾦額不問）兼任可能

ＡＣＤ工事で兼任要件（３件、8,000万円未満）を超過

Ａ工事
2,000万

Ｂ工事
2,500万

Ｃ工事
3,000万

Ｄ工事
2,000万

災害
ケース１

ケース２ 災害

ＯＫ

ＯＫ

ケース３ 災害

ＮＧ

災害

①ＡＢＣ工事は兼任要件（３件、8,000万円未満）を充足
②災害復旧工事Bは、１件（⾦額不問）兼任可能

Ａ工事
2,500万 3,000万

Ｃ工事
１,500万
Ｂ工事

2,000万
Ｄ工事

Ｄ工事
3,000万

Ｃ工事
3,000万

Ｂ工事
１,500万2,500万

Ａ工事
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技術者名 設置要件

主任技術者
建設業許可を受けた建設業者は、請負⾦額の⼤⼩、元請・下請け
にかかわらず設置する。
また、請負⾦額が4,000万円(建築⼀式は8,000万円)以上になる
場合に専任で配置。

監理技術者 下請契約の請負代⾦の総額が4,500万円(建築⼀式は7,000万円)
以上になる場合に専任で配置。

◆建設業法施⾏令の⼀部を改正する政令(令和４年11月１8日公布)

14

６．主任技術者等について



契約書の締結︓入札後５⽇以内
（土⽇祝祭⽇含まず）

検査書類の提出期限があるため、監督員との設計変更
協議は工期末の１か⽉前に完了してください。

特別の事情がない限り、設計図書に定められた期限
内に工事着手する。

契約締結

準備工

工事期間

15

７．検査までの事務手続き
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工事代⾦の支払い請求⽇（引渡書と請求書の提出⽇）
から40⽇以内に工事代⾦の支払い。

工事成績評定通知書は、メール等にて交付します

工事完成

成工検査

成績評定

工事代⾦⽀払

完成通知書の提出（必須）
【 手持件数から除外する⽇ ＝ 完成通知書の提出⽇ 】
※コリンズ完成時の登録は完成通知書の提出⽇から

１０⽇以内

完成通知書提出⽇から、14⽇以内の検査実施
（工期末⽇含む）
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８．事故防止について

（１） 令和４年度の事故について

令和４年度は３件の事故が発生(労働災害１件、物損公衆災害２件)

◆ 矢板建て込み作業時に支障物を回避したバックホウと作業員の接触
＜オペレーターと作業員双方が合図確認を怠った＞

◆ 除草した草を焼却処分した際に火災が発生し、台船2隻と支柱が延焼

＜草の処分について監督員の指示に従わずに焼却処分を⾏った＞

◆ 乳剤散布時に通⾏⾞両に乳剤が付着した。

＜通⾏側の養生未実施＞

主な事故の概要
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【 受注者 】
電話等により直ちに関係者へ
連絡

事故発生
① 救護・復旧・警戒
② 現場保存
③ 警察署、労働基準監督署、

各関係機関へ連絡

直ちに通報 文書報告
報告内容確認

及び指示
必要に応じて
第2報、3報、最終報告

（２） 事故報告

事故等の
報告書
(様式1)

発注者（監督員）

工事現場において事故等が発生した場合は、「事故等の報告書」(HP掲載)
により、発注者（監督員）まで報告を⾏ってください。



① 労働災害
(工事作業に起因して、工事関係者が死傷した事故)

② もらい事故
(第三者の⾏為に起因して、工事関係者が負傷した事故)

③ 死傷公衆災害
(工事作業に起因して、工事関係者以外の第三者が死傷した事故）

④ 物損公衆災害
(工事作業に起因して、工事関係者以外の第三者の資産に損害が生じた事故)

⑤ その他
(労働安全衛生規則第96 条関係で報告が定められている事故等)

19

報告を要する事故



１．労働者の安全確保のための対策
（墜落・転落防止対策等）

２．労働者の健康確保のための対策、化学物質等による労働災害防止対策
（熱中症対策等）

３．その他の安全衛生に係る対策
（建設業における安全衛生教育の推進等）

20

建設業における全国の死亡災害発生状況は、令和４年の死亡者数が273⼈と
なっており前年同期の283⼈と比べ減少しているものの全産業に占める割合
は死亡者数758⼈のうち36.0%となるなど、依然として高い状況を継続して
います。建設業については、なお⼀層の労働災害防止対策を推進することが
求められています。

（３） 建設業の安全衛生対策の推進について

「令和５年度における建設業の安全衛生対策の推進に係る留意事項」抜粋
制定

佐賀労働局労働基準部⻑より協⼒要請
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９．電子納品ガイドラインの改正

令和３年８⽉に佐賀市電子納品ガイドラインを改正しました。
従来の佐賀市独自の運用を継続しますが、以下の点について改正しています。

（１）電子納品の対象工事の改正
①土木⼀式、舗装、とび・土工

②造園、浚渫

（２）打合せ簿の発議から返却までの押印について改正
（３）電子納品事前協議チェックシート様式改正

対象 2022年度以降
S・A・B・C 級 全件対象（⼀部任意）

その他 任意とするが、電子納品の実施を施工条件とする工事発注を⾏
う場合がある。

対象 2022年度 2023年度
A級 全件対象（⼀部任意）

全件対象（⼀部任意）
B級 試 ⾏
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項 目 佐 賀 市 佐 賀 県

段階確認書 段階確認書により監督員に報告 記載なし

完成図書の提出期限 工期が終了する7⽇前までに監
督員に提出 記載なし

社内検査 成工検査及び出来形検査の際に
監督員に提出 記載なし

履⾏報告 500万円以上の場合、翌⽉の5
⽇までに提出 監督員の指示により作成・提出

安全巡視 1⽉に1回以上安全巡視を実施し、
翌⽉5⽇までに監督員に提出 工事期間中安全巡視を⾏う

安全訓練 実施⽉の翌⽉5⽇までに監督員
に提出

監督員の請求があった場合は直
ちに提示

令和３年８⽉の改正で、土木工事等共通仕様書（佐賀県）と様式、項目、順
序等を統⼀し佐賀市独自で運用している箇所を明確にしました。

相違点の例

1０. 佐賀市土木工事共通仕様書の改正
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試⾏対象工事
対象工事は、佐賀市が発注する工事とし、特記仕様書に週休２⽇試⾏工事で

あることを明示する。

週休２日の定義
本要領の週休２⽇とは、工事着手⽇から完成通知書を提出するまでの間、

４週６休以上の休⽇を確保し、工事現場を完全閉所するものとする。

実施報告
受注者は、工程表（任意様式）に週休２⽇の実施状況を記入し、⽉毎に取り

まとめ、翌⽉監督員に提出するものとする。

積算時の補正方法
予定価格の算定において、４週８休に係る補正係数を各経費に乗じるものと

する。なお、現場閉所の達成状況を確認後、４週８休に満たない場合には、そ
の達成状況に応じて、補正分を減額変更するものとする。

1１. 週休２日試⾏工事（令和４年４月〜）

「週休2⽇試⾏工事」実施要領（佐賀市HP掲載）抜粋
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◆ 県内統⼀⻫閉所
毎⽉ 第２土曜⽇

第４土曜⽇

◆ 九州統⼀⻫閉所
８⽉第２土曜⽇

１１⽉第２土曜⽇
１⽉第２土曜⽇

1２. 現場⼀⻫閉所

ご協⼒をお願い致します。



（１） 工事の着手前までに法定外の労災保険（保険証券、加入証明書等、
いずれも写し可）の加入状況等が確認できる書類を工事打合せ簿に
より監督員に提出してください。

（２） 施工前の設計図書の照査を必ず⾏って下さい。照査において該当
する事実が無い場合においても、工事打合せ簿にて監督員へ報告して
下さい。

（３）構造物の形状、使用材料等を変更する場合、構造物の安定計算、応⼒
計算等のチェックを必ず⾏ってください。（監督員及びコンサルタン
トに要確認）

（４）工事書類の押印については、履⾏期間を通して押印の有無を統⼀して
ください。

（５）関係機関との協議は早めに実施してください。
25

1３. 佐賀市からのお願い
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佐賀市HP（https://www.city.saga.lg.jp/）
1４. 佐賀市HP（工事関係）の閲覧方法

契約
●請求書
●お知らせ
●契約方法

検査

●お知らせ
●検査・実績・様式

技術基準

●お知らせ
●仕様書
●実施要領など

佐賀市HP ▶ 入札契約

●佐賀市工事業者説明会

●月別優良工事
●成績評定関係
●工事関係様式 など

●土木工事共通仕様書

●電子納品ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ
●週休2日試⾏工事 など


